
平成１５年（行ケ）第５９号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年３月３０日判決言渡，平成１６年３月２５日口頭弁論終結

　　　　　判　　　　決
　　　原　　　　　　告　　　株式会社平和
　　　訴訟代理人弁護士　　　八百屋伴声
　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　今井康夫
　　　指定代理人　　　　　　中村和夫，瀬津太朗，大野克人，林栄二，大橋信彦

　　　　　主　　　　文
　特許庁が異議２００２－７００４０号事件について平成１４年１２月２４日にし
た決定を取り消す。
　訴訟費用は各自の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項同旨の判決。

第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は，本件特許第３１８５０３４号「パチンコ機」の特許権者である。本件特
許の請求項１に係る発明は，平成３年１２月２７日に特許出願され，平成１３年５
月１１日にその特許権の設定登録がなされ，その後，特許異議申立て（異議２００
２－７００４０号）があり，取消しの理由が通知され，その指定期間内である，平
成１４年７月２６日に訂正請求がされた。上記特許異議申立てについて，平成１４
年１２月２４日，「訂正を認める。本件特許の請求項１に係る特許を取り消す。」
旨の決定があり，その謄本は平成１５年１月２０日原告に送達された。

　２　後記訂正前の特許請求の範囲の記載（設定登録時の特許請求の範囲の記載。
上記訂正請求に係る特許請求の範囲の記載は，未確定のため省略）
【請求項１】 遊技者が発射した打球が流下する遊技部内に，複数の図柄を可変表示
可能な特別図柄表示装置と，該特別図柄表示装置の可変表示を開始するための条件
を創出する始動手段と，上記特別図柄表示装置が可変表示を停止したときの表示図
柄の組み合せ態様に基づく特定条件の成立により遊技者に不利な第１状態と遊技者
に有利な第２状態とに変換可能な変動入賞装置と，該変動入賞装置の第２状態を維
持するための条件を創出する継続手段と，を少なくとも配設し，上記各装置を制御
する制御手段を有するパチンコ機において，上記遊技部内に，複数の図柄を可変表
示可能な普通図柄表示装置と，該普通図柄表示装置の可変表示を開始する表示開始
手段とを配設し，上記始動手段を，上記普通図柄表示装置が可変表示を停止したと
きに表示する表示図柄に基づいて遊技者に不利な第１状態と遊技者に有利な第２状
態とに変換可能な唯一の普通電動役物により構成し，特別図柄表示装置が表示する
図柄の組み合せ態様が所定の態様となったことに基づき，特別図柄表示装置及び普
通図柄表示装置が可変表示を停止するのに要する変動時間を短縮するようにしたこ
とを特徴とするパチンコ機。

　３　後記訂正審決による特許請求の範囲の記載（下線部分が訂正箇所）
【請求項１】　遊技者により発射された打球の流下する遊技部内に，複数の図柄を
可変表示可能な特別図柄表示装置と，該特別図柄表示装置の可変表示を開始するた
めの条件を成立させる始動手段と，上記特別図柄表示装置が可変表示を停止したと
きの表示図柄の組み合せ態様に基づく特定条件の成立により遊技者に不利な第１状
態と遊技者に有利な第２状態とに変換可能な変動入賞装置と，該変動入賞装置の第
２状態を維持するための条件を成立させる継続手段と，を少なくとも配設し，上記
各装置を制御する制御手段を有するパチンコ機において，
　上記遊技部内に，複数の図柄を可変表示可能な普通図柄表示装置と，該普通図柄
表示装置の可変表示を開始する表示開始手段とを配設し，上記始動手段を，上記普
通図柄表示装置が可変表示を停止したときに表示する表示図柄に基づいて遊技者に
不利な第１状態と遊技者に有利な第２状態とに変換可能な唯一の普通電動役物によ
り構成し，



　上記制御手段は，表示開始手段への打球の入球に基づき，普通図柄表示装置に対
する変動時間短縮フラグがクリアになっていれば普通図柄表示装置の図柄の変動時
間を所定時間に設定し，また，普通図柄表示装置に対する変動時間短縮フラグがセ
ットされていれば普通図柄表示装置の図柄の変動時間を所定時間よりも短い時間に
設定し，これらの設定とともに普通図柄表示装置の図柄の可変表示を開始し，この
可変表示の開始から上記設定された所定時間または所定時間よりも短い時間が経過
したならば普通図柄表示装置の図柄の可変表示を停止し，この停止した普通図柄表
示装置の表示図柄が外れであるならば普通電動役物を遊技者に不利な第１状態と
し，上記停止した普通図柄表示装置の表示図柄が当りであるならば普通電動役物を
遊技者に有利な第２状態とし，また，上記制御手段は，普通電動役物への打球の入
球に基づき，特別図柄表示装置に対する変動時間短縮フラグがクリアになっていれ
ば特別図柄表示装置の図柄の変動時間を所定時間に設定し，また，特別図柄表示装
置に対する変動時間短縮フラグがセットされていれば特別図柄表示装置の図柄の変
動時間を所定時間よりも短い時間に設定し，これらの設定とともに特別図柄表示装
置の図柄の可変表示を開始し，この可変表示の開始から上記設定された所定時間ま
たは所定時間よりも短い時間が経過したならば特別図柄表示装置の図柄の可変表示
を停止し，この停止した特別図柄表示装置の表示図柄の組み合せ態様が外れである
ならば変動入賞装置を遊技者に不利な第１状態とし，上記停止した特別図柄表示装
置の表示図柄の組み合せ態様が当りであるならば変動入賞装置を遊技者に有利な第
２状態とし，この遊技者に有利な第２状態になった変動入賞装置における継続手段
への打球の入球に基づき当該変動入賞装置の遊技者に有利な第２状態を維持し，　
さらに，上記制御手段は，上記停止した特別図柄表示装置の表示図柄の組み合せ態
様が当りのうちで特定の表示図柄の組み合せ態様であるならば普通図柄表示装置と
特別図柄表示装置とに対する変動時間短縮フラグをセットし，上記停止した特別図
柄表示装置の表示図柄の組み合せ態様が当りのうちで特定の表示図柄の組み合せ態
様でなければ普通図柄表示装置と特別図柄表示装置とに対する変動時間時間短縮フ
ラグをクリアすることを特徴とするパチンコ機。

　４　決定の理由の要点
　請求項１に係る発明は，特開平３－２３７９８９号公報，特開平２－２７７４８
２号公報及び特開平３－２５１２７８号公報に記載された発明に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反し
てなされたものであって，取り消されるべきものである。

　５　訂正審決の確定
　原告は，平成１５年２月１８日の本訴提起とともに，本件特許につき，特許請求
の範囲の減縮等を目的として，明細書及び図面の訂正をする審判を請求したところ
（訂正２００３－３９１８３号），平成１５年１１月４日，当該訂正を認める旨の
審決があって，その謄本が原告に送達され，訂正審決は確定した。

第３　原告主張の決定取消事由
　決定は，訂正前の請求項に基づき請求項１の発明の要旨を認定し，これに基づき
特開平３－２３７９８９号公報等に記載の発明との対比において請求項１の発明の
進歩性を否定しているが，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が
確定したことにより，決定は，結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことにな
り，違法となったものである。

第４　当裁判所の判断
　原告主張の事由により決定は取り消されるべきものであり，本訴請求は理由があ
る。よって，訴訟費用の負担につき行訴法７条，民訴法６２条を適用して，主文の
とおり判決する。

　東京高等裁判所第１８民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官       塚　　　原　　　朋　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官       塩　　　月　　　秀　　　平



                        裁判官       古　　　城　　　春　　　実


